
 
 

議案第１６号  

山都町営体育館条例の一部改正について  

山都町営体育館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  

令和６年３月６日提出  

山都町長職務代理者      

山都町副町長  林 力也   

 

 

（提案理由）   

中央体育館の廃止及び山都町立潤徳小学校の閉校に伴い、山都町営

体育館条例を改正する必要があります。 

これが、この議案を提出する理由です。 



 

 山都町営体育館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和  年  月  日 

 山都町長職務代理者 山都町副町長 

 

山都町条例第  号 

山都町営体育館条例の一部を改正する条例 

山都町営体育館条例（平成１７年山都町条例第７５号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１中央体育館の項を削り、同表に次のように加える。 

御岳西部体育館 山都町入佐２６４番地 

別表第２中「中央体育館、中島体育館」を「中島体育館」に改め、「御所体

育館」の次に「、御岳西部体育館」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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山都町営体育館条例(平成17年条例第75号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

名称 位置 

中央体育館 山都町下市168番地 

中島体育館 山都町北中島2536番地 

浜町体育館 山都町千滝238番地 

清和体育館 山都町大平305番地1 

木原谷体育館 山都町木原谷355番地 

小峰体育館 山都町小峰1385番地 

朝日体育館 山都町井無田1144番地 

蘇陽林業者等健康増進施設 山都町柏719番地 

馬見原体育館 山都町滝上460番地 

長崎体育館 山都町長崎819番地 

上差尾体育館 山都町上差尾1027番地 

二瀬本体育館 山都町二瀬本1466番地 

橘体育館 山都町橘134番地1 

長谷体育館 山都町長谷678番地 

東竹原体育館 山都町東竹原285番地1 

下矢部西部体育館 山都町猿渡1850番地 

下矢部東部体育館 山都町白小野168番地 

中島南部体育館 山都町島木5512番地 

中島東部体育館 山都町金内188番地 

中島西部体育館 山都町北中島1717番地 

名称 位置 

                             

中島体育館 山都町北中島2536番地 

浜町体育館 山都町千滝238番地 

清和体育館 山都町大平305番地1 

木原谷体育館 山都町木原谷355番地 

小峰体育館 山都町小峰1385番地 

朝日体育館 山都町井無田1144番地 

蘇陽林業者等健康増進施設 山都町柏719番地 

馬見原体育館 山都町滝上460番地 

長崎体育館 山都町長崎819番地 

上差尾体育館 山都町上差尾1027番地 

二瀬本体育館 山都町二瀬本1466番地 

橘体育館 山都町橘134番地1 

長谷体育館 山都町長谷678番地 

東竹原体育館 山都町東竹原285番地1 

下矢部西部体育館 山都町猿渡1850番地 

下矢部東部体育館 山都町白小野168番地 

中島南部体育館 山都町島木5512番地 

中島東部体育館 山都町金内188番地 

中島西部体育館 山都町北中島1717番地 
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白糸第一体育館 山都町新小886番地 

白糸第二体育館 山都町菅2287番地 

白糸第三体育館 山都町目丸2472番地 

下名連石体育館 山都町下名連石582番地 

御所体育館 山都町御所3832番地 
 

白糸第一体育館 山都町新小886番地 

白糸第二体育館 山都町菅2287番地 

白糸第三体育館 山都町目丸2472番地 

下名連石体育館 山都町下名連石582番地 

御所体育館 山都町御所3832番地 

御岳西部体育館 山都町入佐264番地 
 

別表第2(第12条関係) 別表第2(第12条関係) 

1 中央体育館、中島体育館、浜町体育館、下矢部西部体育館、下矢部東

部体育館、中島南部体育館、中島東部体育館、中島西部体育館、白糸

第一体育館、白糸第二体育館、白糸第三体育館、下名連石体育館、御

所体育館                 

1 中島体育館            、浜町体育館、下矢部西部体育館、下矢部東

部体育館、中島南部体育館、中島東部体育館、中島西部体育館、白糸

第一体育館、白糸第二体育館、白糸第三体育館、下名連石体育館、御

所体育館、御岳西部体育館 

(1) 体育活動を目的として利用する場合 (1) 体育活動を目的として利用する場合 

施設名 単位 使用料 

(1時間当たり) 

電気料 

(1時間当たり) 

中央体育館、中

島体育館 

全館 350円 820円 

バレーボール

コート1面 

110円 400円 

バスケットボ

ールコート1

面 

110円 400円 

バドミントン

コート1面 

40円 400円 

卓球2階全面 130円 400円 

剣道1面 110円 400円 

施設名 単位 使用料 

(1時間当たり) 

電気料 

(1時間当たり) 

中島体育館    

         

全館 350円 820円

バレーボール

コート1面 

110円 400円

バスケットボ

ールコート1

面 

110円 400円

バドミントン

コート1面 

40円 400円

卓球2階全面 130円 400円

剣道1面 110円 400円
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柔道1面 110円 400円 

浜町体育館、下

矢部西部体育

館、下矢部東部

体育館、中島南

部体育館、中島

東部体育館、中

島西部体育館、

白糸第一体育

館、白糸第二体

育館、白糸第三

体育館、下名連

石体育館、御所

体育館        

         

全館 110円 310円 

 

柔道1面 110円 400円

浜町体育館、下

矢部西部体育

館、下矢部東部

体育館、中島南

部体育館、中島

東部体育館、中

島西部体育館、

白糸第一体育

館、白糸第二体

育館、白糸第三

体育館、下名連

石体育館、御所

体育館、御岳西

部体育館 

全館 110円 310円

 

 



写真１（中央体育館） 
 

 
 

 



写真２（中央体育館） 
 

 
 

 
  



写真３（潤徳小学校体育館） 
 

 
 

 
  



写真４（潤徳小学校体育館） 
 

 
 

 


